
後援名義使用申請審査基準（内規） 

 

天王寺区役所   

 

 

１ 後援名義使用の対象となる事業実施者または団体は、次の各号のすべての要件に該当

するものとする。 

（１）営利を目的とせず自主的に行う活動を行っているもの 

（２）不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行っている

もの 

（３）宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体でなく、公益を害する恐れがある

と区長が判断しないもの 

（４）暴力団員または大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも

該当しないもの 

（５）主に天王寺区内で活動またはその事業に関連しているもの 

 

２ 上記（１）（２）に該当しない場合であっても、対象となる事業が、次項に該当し、 

公共性の観点から区長が特に認める場合は、後援名義使用の対象とすることができる 

 

３ 後援名義使用の対象となる事業は、次の各号に該当するものとする 

（１）芸術、文化、伝統行事の継承に関する事業 

（２）子育て支援、健康づくり、福祉、世代間交流、ボランティア活動に関する事業 

（３）環境美化、保全に関する事業 

（４）安心・安全のまちづくり活動に関する事業 

（５）青少年の健全育成に関する事業 

（６）地域の情報発信に関する事業 

（７）地域の活性化に関する事業 

 

４ 後援名義使用の対象となる事業実施者または団体は、申請にあたり次の書類を天王寺

区役所総務担当に提出するものとする。ただし、次の１号については、様式に準ずるも

のも可とし、２号から５号については事業の内容によって省略できるものとする。 

（１）後援名義使用申請書（様式１） 

（２）開催要領または趣意書 

（３）事業計画書 

（４）予算案 

（５）規約・役員名簿 

 



（様式１） 

令和  年  月  日 

大阪市天王寺区長 様 

住    所 

団  体  名 

代表者氏名
ふりがな

  

代表者生年月日     年   月   日生 

連  絡  先             

 

後援名義使用申請書 

 

１ 事業名称 

 

 

２ 事業目的 

 

 

３ 開催期日 

 

 

４ 開催場所 

 

 

５ 主 催 者 

 

 

６ 事業内容 

 

 

７ 参 加 者 

 

 

８ 添付書類 

 

 

９ 誓約事項 

誓約事項 

この事業は、暴力団の利益になり、又はなるおそれはありません。また、申請者の役員、

従業員、社員その他の構成員は、暴力団員又は暴力団密接関係者ではありません。 

※該当する場合、□の中にレ点チェックを、記入してください 

□ 

 



事 業 実 施 報 告 書 

 

令和   年   月   日 

 

天王寺区長 様 

 

住   所              

  団 体 名               

代表者氏名               

連 絡 先               

 

 令和   年   月   日付けで天王寺区役所の後援名義を受けた事業につ

いて、次のとおり実施結果を報告します。 

 

１ 事業名 

 

２ 開催日時 

 

３ 開催場所 

 

４ 収支決算書 

 

５ 他の後援者 

 

６ 事業実施の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※チラシ・プログラム等の事業実施が確認できる書類があれば添付してください。 


